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１ 招集告示 

福島県後期高齢者医療広域連合告示第２号 

 

令和５年第１回福島県後期高齢者医療広域連合議会定例会を次のとおり招集する。 

 

令和５年１月１６日 

 

福島県後期高齢者医療広域連合長 木 幡  浩 

 

１ 日 時  令和５年２月１６日（木）午後２時 

２ 場 所  福島県福島市杉妻町３番４５号 

杉妻会館 ３階 「百合」 

 

２ 招集年月日 

令和５年２月１６日（木曜日） 

 

３ 招集の場所 

杉妻会館 ３階 「百合」 

 

４ 会議の時刻 

令和５年２月１６日（木曜日） 午後１時５５分開会、午後２時４６分閉会 

 

５ 応招議員 

  ３番 遠藤 忠一 君   ５番 三澤 豊隆 君   ６番 佐川 正一郎 君 

  ７番 澤村 和明 君   ８番 伊澤 史朗 君  １０番 筒井 孝充 君 

 １１番 石橋 浩人 君   １３番 片平 秀雄 君  １４番 鈴木 久一 君 

 １５番 割貝 寿一 君  １６番 渡邉 一夫 君 

 

６ 不応招議員 

１番 品川 萬里 君   ２番 内田 広之 君   ４番 須田 博行 君 

９番 清川 雅史 君  １２番 三瓶 裕司 君 

 

７ 出席議員 

「５ 応招議員」に同じ。 

 

８ 欠席議員 

「６ 不応招議員」に同じ。 
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９ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

広域連合長   木幡 浩 君    会計管理者   佐藤 雅宏 君 

事務局長    斎藤 洋次 君   事務局次長   相馬 胤茂 君 

総務課長    菊田 祐子 君   業務課長    佐藤 朱美 君 

 

１０ 議事日程 

日程第 １  諸般の報告 

日程第 ２  議席の指定 

日程第 ３  会議録署名議員の指名 

日程第 ４  会期の決定 

日程第 ５  発議第 １号 福島県後期高齢者医療広域連合議会の個人情報の保護に関する

条例の制定について 

日程第 ６  議案第１号から第１０号、同意第１号及び第２号の提出 

日程第 ７  提案理由の説明 

日程第 ８  議案第 １号 福島県後期高齢者医療広域連合個人情報の保護に関する法律施

行条例の制定について 

日程第 ９  議案第 ２号 福島県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会

条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１０  議案第 ３号 福島県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関する条例の制

定について 

日程第１１  議案第 ４号 福島県後期高齢者医療広域連合地方公務員法の一部を改正する

法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

日程第１２  議案第 ５号 福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 

日程第１３  議案第 ６号 福島県後期高齢者医療広域連合第三次広域計画の変更について 

日程第１４  議案第 ７号 令和４年度福島県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算 

（第２号） 

日程第１５  議案第 ８号 令和４年度福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別

会計補正予算（第２号） 

日程第１６  議案第 ９号 令和５年度福島県後期高齢者医療広域連合一般会計予算 

日程第１７  議案第１０号 令和５年度福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別

会計予算 

日程第１８  同意第 １号 福島県後期高齢者医療広域連合副広域連合長の選任の同意を求

めることについて 

日程第１９  同意第 ２号 福島県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任の同意を求める

ことについて 

日程第２０  福島県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会委員及び補充員の選挙 
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１１ 本日の会議に付した事件 

  「１０ 議事日程」に記載のとおり。 

 

１２ 会議の経過 

（午後１時５５分） 

(1) 開会及び開議の宣告 

議長（筒井 孝充君） ただいま出席議員が定足数に達しておりますので、これより「令和

５年第１回福島県後期高齢者医療広域連合議会定例会」を開会いたします。 

ご報告いたします。 

品川 萬里君、内田 広之君、須田 博行君、清川 雅史君、三瓶 裕司君より欠席の届

がありました。また、遠藤 忠一君より途中退席の旨届がありました。 

直ちに本日の会議を開きます。 

 

(2) 諸般の報告 

議長（筒井 孝充君） 日程第１「諸般の報告」を行います。 

７月定例会以後に議員の異動がありましたので、報告いたします。 

令和４年１１月３０日付けで、中川 庄一君が任期満了となりました。これにより、令和

４年１１月１８日告示の補欠選挙が執行され、石橋 浩人君が当選されました。 

 

(3) 議席の指定 

議長（筒井 孝充君） 次に、日程第２「議席の指定」を行います。 

会議規則第４条第１項の規定により、今回補欠選挙において当選された石橋 浩人君の議

席を１１番に指定します。 

 

(4) 会議録署名議員の指名 

議長（筒井 孝充君） 次に、日程第３「会議録署名議員の指名」を行います。 

会議録署名議員に、７番 澤村 和明君、１１番 石橋 浩人君を指名いたします。 

 

(5) 会期の決定 

議長（筒井 孝充君） 次に、日程第４「会期の決定」を議題といたします。 

本定例会の会期は本日１日間とし、会期中の日程につきましては、お手元に配付しており

ます議事日程のとおりとすることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） ご異議なしと認めます。 

  よって、会期は、本日１日間と決定いたしました。 

 

(6) 発議第１号の説明、採決 

議長（筒井 孝充君） 次に、日程第５「発議第１号 福島県後期高齢者医療広域連合議会

の個人情報の保護に関する条例の制定について」を議題といたします。 
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提出者に提案理由の説明を求めます。１３番 片平 秀雄君。 

提案者（片平 秀雄君） 「発議第１号 福島県後期高齢者医療広域連合議会の個人情報の

保護に関する条例の制定について」でございます。 

福島県後期高齢者医療広域連合議会の個人情報の保護に関する条例を、別紙のとおり提案

する。 

令和５年２月１６日提出 

提出者 福島県後期高齢者医療広域連合議会議員 片平 秀雄 

賛同者 福島県後期高齢者医療広域連合議会議員 三瓶 裕司 

以下、条文については、読み上げを省略いたします。 

本条例は、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、議会の個人情報保護に係る取扱い

が当該法律の適用外とされたことから、当該取扱いについて条例で規定する必要があるため、

新たに制定するものです。 

この条例の施行日は、令和５年４月１日でございます。以上、よろしくご審議のほどお願

い申しげます。 

議長（筒井 孝充君） それでは、発議第１号の質疑を行います。 

質疑をなさる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） 質疑なしと認めます。 

これより、討論に入ります。 

討論をされる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） 討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

発議第１号はこれを原案どおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） ご異議なしと認めます。 

よって、発議第１号は、原案のとおり可決されました。 

 

(7) 議案第１号から第１０号、同意第１号及び第２号の提出 

議長（筒井 孝充君） 次に、「日程第６ 議案第１号から第１０号、同意第１号及び第２

号まで」の提出を行います。 

ただいま広域連合長から議案の提出がありました。 

議案は、さきにお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。 

 

(8) 提案理由の説明 

議長（筒井 孝充君） 次に、日程第７「提案理由の説明」を行います。 

広域連合長より、提案理由の説明を求めます。広域連合長。 

広域連合長（木幡 浩君） 本日、ここに、令和５年第１回福島県後期高齢者医療広域連合

議会定例会を招集しましたところ、ご参集を賜り、厚く御礼申し上げます。 
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提案理由に先立ちまして、後期高齢者医療制度に関し、広域連合長として制度運営に対す

る所信を申し上げ、ご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

後期高齢者医療制度は、平成２０年４月の開始から１５年、いよいよ団塊の世代の加入者

を迎え、７５歳以上の医療保険としてより重要度を増す中で、構成市町村のご協力の下、適

正な運営がなされているものと考えております。 

昨年１０月には、医療費の窓口負担割合において、これまでの１割、３割に加え、２割負

担が新設されました。本広域連合といたしましては、被保険者証の再交付や周知広報などに

万全を期して臨み、大きな混乱なく運営しているところであります。この２割負担導入は、

負担能力に応じて、全ての世代が公平に支えあうことを基本とした「全世代対応型社会保障

制度」の取組の一つであります。このほか、国においては、保険料の次期改定に向けた見直

しなどが議論されておりますので、引き続き動向を注視してまいります。 

また、東日本大震災による原子力発電所事故に伴う避難指示区域等の被保険者に対してな

されてきた、保険料や一部負担金の減免措置が、４月から段階的に見直されますことから、

被保険者をはじめ県民の皆様に対して丁寧な説明に努めてまいります。 

次に医療費適正化の取組について申し上げます。 

医療機関からの請求内容の点検や、被保険者に対する医療費のお知らせによる啓発、交通

事故等での第三者行為の求償、ジェネリック医薬品の使用促進など、多方面からの取組によ

り、引き続き医療費の適正化に努めてまいります。 

次に、健康の保持増進の取組について申し上げます。 

令和２年度から開始した「高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施」について、来

年度は県内の９割となる５３市町村が実施する見込みとなりました。令和６年度までに全て

の市町村での実施を目指して、来年度は保健師を１名増員し、これまでの課題などを整理し

ながら、市町村への支援を強化してまいります。 

また、データヘルス計画に基づき保健事業を実施しておりますが、現在の第２期データヘ

ルス計画は令和５年度末までの計画期間でございますので、令和６年度からの次期計画に向

け、さらなる健康長寿に資するよう、策定作業を進めてまいります。 

以上、後期高齢者医療制度についての一端を申し上げましたが、今後も健全な財政運営と

医療保険制度の安定的な運営を図り、高齢者の皆様が安心して医療を受けられるよう努めて

まいりますので、関係各位のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

次に、本定例会に提出いたしました案件について申し上げます。 

提出いたしました案件は、条例に係る議案が５件、広域計画の変更について１件、令和４

年度補正予算に係る議案が２件、令和５年度当初予算に係る議案が２件、人事に係る同意が

２件、合わせて１２件であります。 

「議案第１号 福島県後期高齢者医療広域連合個人情報の保護に関する法律施行条例の制

定について」でありますが、令和３年の個人情報保護法改正により、個人情報保護に係る法

規が法律に統一され、手数料など必要最小限の事項のみを条例で規定するものとされたこと

から、新たに条例を制定し、併せて現行の条例を廃止するものであります。 

「議案第２号 福島県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部

を改正する条例の制定について」でありますが、個人情報保護法改正及び現行条例の廃止に
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より、引用する法律および条例の名称等、所要の改正を行うものであります。 

「議案第３号 福島県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関する条例の制定について」

でありますが、地方公務員法の一部を改正する法律の施行により、令和５年度から段階的に

定年が延長され、併せて役職定年制が導入されることから、規定の整備を行うものでありま

す。 

「議案第４号 福島県後期高齢者医療広域連合地方公務員法の一部を改正する法律の施行

に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」でありますが、地方公務員法の一部を

改正する法律の施行に伴い、係る条例７件の改正を一括で行うものであります。 

「議案第５号 福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正

する条例の制定について」でありますが、令和５年度の保険料の軽減措置の対象拡大のため、

所要の改正を行うものであります。 

「議案第６号 福島県後期高齢者医療広域連合第三次広域計画の変更について」でありま

すが、関連する他計画と計画期間を同じくするため、その終期を令和５年度末へ一年延長す

るものであります。 

「議案第７号 令和４年度福島県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第２号）」

につきましては、局内の内部事務系ネットワーク構築に係る費用として、８５０万円の予算

組替えと債務負担行為を計上するものであります。 

「議案第８号 令和４年度福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号）」につきましては、療養給付費等の減により歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ４４億２，７００万円余を減額し、歳入歳出予算の総額を２，５０９億１，８００

万円余とするものであります。 

「議案第９号 令和５年度福島県後期高齢者医療広域連合一般会計予算」につきましては、

歳入歳出予算の総額を前年比３億５，８００万円余の増額となる１２億４，７００万円余と

するものであります。 

「議案第１０号 令和５年度福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算」

につきましては、歳入歳出予算の総額を前年比１０６億３，８００万円余の増額となる２，

５７１億５，６００万円余とするものであります。 

「同意第１号 福島県後期高齢者医療広域連合副広域連合長の選任の同意を求めることに

ついて」でございますが、前任の髙橋 宣博副広域連合長が令和４年９月２９日に任期満了

となったことから、後任の副広域連合長の選任の同意を求めるものでございます。 

「同意第２号 福島県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任の同意を求めることについ

て」でございますが、識見を有する者のうちから選任する監査委員の任期満了に伴い、監査

委員の選任の同意を求めるものでございます。 

以上が提出議案の概要となります。 

よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

 

(9) 議案第１号の説明、採決 

議長（筒井 孝充君） 次に、日程第８「議案第１号 福島県後期高齢者医療広域連合個人

情報の保護に関する法律施行条例の制定について」を議題といたします。 
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事務局より説明を求めます。事務局長。 

事務局長（斎藤 洋次君） 「議案第１号 福島県後期高齢者医療広域連合個人情報の保護

に関する法律施行条例の制定について」ご説明いたします。 

議案説明資料の５ページをご覧ください。 

「個人情報の保護に関する法律」の改正に伴い、広域連合の個人情報の取扱いは、直接法

律に依拠することとなりますので、現行の個人情報保護条例を廃止し、新たに条例を制定す

るものです。 

条例には、法律の範囲内で定めることが許容された「開示決定等の期限」、条例で定める

ものとされた「開示請求に係る手数料」のみ規定しますが、内容は現行条例と同様としてお

ります。 

施行日は、令和５年４月１日です。 

議案第１号の説明は、以上です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議長（筒井 孝充君） それでは、議案第１号の質疑を行います。 

質疑をなさる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） 質疑なしと認めます。これより、討論に入ります。 

討論をされる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） 討論なしと認めます。これより採決を行います。 

議案第１号は、これを原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） ご異議なしと認めます。 

よって、議案第１号は、原案のとおり可決されました。 

 

(10) 議案第２号の説明、採決 

議長（筒井 孝充君） 次に、日程第９「議案第２号 福島県後期高齢者医療広域連合情報

公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたしま

す。 

事務局より説明を求めます。事務局長。 

事務局長（斎藤 洋次君） 「議案第２号 福島県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人

情報保護審査会条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明いたします。 

議案説明資料の６ページをお開きください。こちらも「個人情報の保護に関する法律」の

改正に伴い、現行の個人情報保護条例が廃止されるため、条例で引用する法律及び条例の名

称など、所要の改正を行うものです。 

施行日は、令和５年４月１日です。 

議案第２号の説明は、以上です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議長（筒井 孝充君） それでは、議案第２号の質疑を行います。 

質疑をなさる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 
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議長（筒井 孝充君） 質疑なしと認めます。これより、討論に入ります。 

討論をされる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） 討論なしと認めます。これより採決を行います。 

議案第２号は、これを原案どおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） ご異議なしと認めます。 

よって、議案第２号は、原案のとおり可決されました。 

 

（11）議案第３号の説明、採決 

議長（筒井 孝充君） 次に、日程第１０「議案第３号 福島県後期高齢者医療広域連合職

員の定年等に関する条例の制定について」を議題といたします。 

事務局より説明を求めます。事務局長。 

事務局長（斎藤 洋次君） 議案第３号「福島県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関

する条例の制定について」ご説明いたします。 

議案説明資料の９ページをご覧ください。 

「地方公務員法の一部を改正する法律」が、令和５年４月１日から施行されることに伴い、

「定年の段階的引上げ」、「役職定年制の導入」など、関連規定を整備するため条例を制定

するものです。 

施行日は、令和５年４月１日です。 

議案第３号の説明は、以上です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議長（筒井 孝充君） それでは、議案第３号の質疑を行います。 

質疑をなさる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） 質疑なしと認めます。これより、討論に入ります。 

討論をされる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） 討論なしと認めます。これより採決を行います。 

議案第３号は、これを原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） ご異議なしと認めます。 

よって、議案案第３号は、原案のとおり可決されました。 

 

（12）議案第４号の説明、採決 

議長（筒井 孝充君） 次に、日程第１１「議案第４号 福島県後期高齢者医療広域連合地

方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につい

て」を議題といたします。 

事務局より説明を求めます。事務局長。 

事務局長（斎藤 洋次君） 議案第４号「福島県後期高齢者医療広域連合地方公務員法の一
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部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」ご説明いた

します。 

議案説明資料の１０ページをご覧ください。 

こちらも「地方公務員法の一部を改正する法律」が、令和５年４月１日から施行されるこ

とに伴い、「福島県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」

など、関係する条例７件を一括で整備するため条例を制定するものです。 

施行日は、令和５年４月１日です。 

議案第４号の説明は、以上です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議長（筒井 孝充君） それでは、議案第４号の質疑を行います。 

質疑をなさる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） 質疑なしと認めます。これより、討論に入ります。 

討論をされる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） 討論なしと認めます。これより採決を行います。 

議案第４号は、これを原案どおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） ご異議なしと認めます。 

よって、議案第４号は、原案のとおり可決されました。 

 

（13）議案第５号の説明、採決 

議長（筒井 孝充君） 次に、日程第１２「議案第５号 福島県後期高齢者医療広域連合後

期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 

事務局より説明を求めます。事務局長。 

事務局長（斎藤 洋次君） 議案第５号「福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に

関する条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明いたします。 

議案説明資料の４２ページをご覧ください。 

保険料の軽減措置の対象を拡大するため、所要の改正を行うものです。 

主な内容は、被保険者均等割の５割軽減と２割軽減について、軽減判定に係る所得基準を

引上げるものです。 

施行日は、令和５年４月１日です。 

議案第５号の説明は、以上です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議長（筒井 孝充君） それでは、議案第５号の質疑を行います。 

質疑をなさる方ございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） 質疑なしと認めます。これより、討論に入ります。 

討論をされる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） 討論なしと認めます。これより採決を行います。 



10 

議案第５号は、これを原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） ご異議なしと認めます。 

よって、議案案第５号は、原案のとおり可決されました。 

 

（14）議案第６号の説明、採決 

議長（筒井 孝充君） 次に、日程第１３「議案第６号 福島県後期高齢者医療広域連合第

三次広域計画の変更について」を議題といたします。 

事務局より説明を求めます。事務局長。 

事務局長（斎藤 洋次君） 議案第６号「福島県後期高齢者医療広域連合第三次広域計画の

変更について」ご説明いたします。 

議案説明資料の４４ページをご覧ください。 

現行の「第三次広域計画」は、令和５年３月末をもって５年間の計画期間が満了しますが、

当広域連合のデータヘルス計画、国・県の医療費適正化計画など、関連する計画の終期は令

和５年度であり、次期計画が令和５年度に策定されます。 

次期広域計画は、これら関連計画との整合性の確保を図りながら策定する必要があるため、

現行の第三次広域計画の計画期間を１年間延長し、終期を合わせるものです。 

議案第６号の説明は、以上です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議長（筒井 孝充君） それでは、議案第６号の質疑を行います。 

質疑をなさる方ございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） 質疑なしと認めます。これより、討論に入ります。 

討論をされる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） 討論なしと認めます。これより採決を行います。 

議案第６号は、これを原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） ご異議なしと認めます。 

よって、議案案第６号は、原案のとおり可決されました。 

 

（15）議案第７号及び議案第８号の説明、採決 

議長（筒井 孝充君） 次に、日程第１４「議案第７号 令和４年度福島県後期高齢者医療

広域連合一般会計補正予算（第２号）」及び日程第１５「議案第８号 令和４年度福島県

後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」は、一括議題にし

たいと思います。 

一括議題とすることに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） ご異議なしと認め、一括議題といたします。 

事務局より説明を求めます。事務局長。 
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事務局長（斎藤 洋次君） 議案第７号「令和４年度福島県後期高齢者医療広域連合一般会

計補正予算（第 2号）」について、ご説明いたします。 

議案説明資料の４５ページをご覧ください。 

歳出の補正となりますが、内部事務系ネットワーク構築に係るもので、第２款 総務費を

８５０万円増額し、第３款 民生費を同額減額するものです。 

歳入及び歳出の予算総額に変更はありません。 

また、ネットワーク構築に係る事業期間を確保するため、当該予算全額を繰越明許とし、

併せて、複数年での契約となることから、５年間の運用経費として債務負担行為を計上する

ものです。 

議案第７号の説明は、以上です。 

続きまして、議案第８号「令和４年度福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別

会計補正予算（第２号）」について、ご説明いたします。 

議案説明資料の４６ページをご覧ください。 

歳入の主な補正内容を申し上げます。 

まず、第１款 市町村支出金は、９億６，５００万円余の減額ですが、これは、保険料等

負担金が、賦課対象被保険者見込数の減により７億９００万円余の減、療養給付費負担金が

給付見込みの減により２億５，６００万円余の減によるものです。 

第２款 国庫支出金は、１４億７，１００万円余の減額ですが、これは、市町村支出金と

同様に、療養給付費負担金が、給付見込みの減により８億２００万円余の減、調整交付金が

５億７，６００万円余の減によるものです。 

第３款 県支出金は、２億６，７００万円余の減額ですが、これは、給付見込みの減によ

り、療養給付費負担金の減によるものです。 

第４款 支払基金交付金は、給付見込みの減により１７億２，２００万円余を減額するも

のです。 

次に、歳出の主な補正内容を申し上げます。 

４７ページをご覧ください。 

第２款 保険給付費は、３９億７，２００万円余の減額ですが、これは、新型コロナウイ

ルス感染拡大による受診控えによるものと思われますが、療養給付費が５２億５，３００万

円余の減、高額療養費が９億４，６００万円余の増となったことなどによるものです。 

第３款 特別高額医療費共同事業拠出金は、拠出見込みの増により１，４００万円余を増

額するものです。 

第４款 保健事業費は、３億４，７００万円余の減額ですが、これは事業の実績に基づき、

健康増進事業を減額するものです。 

第６款 諸支出金は、令和３年度の療養給付費市町村負担金等の確定により、償還金を１，

１００万円余増額するものです。 

第７款 予備費は、１億３，０００万円余の減ですが、これは主に、今回の補正に伴う保

険料等予備費の減によるものです。 

以上により、表の一番下の「計」の欄に記載のとおり、歳入、歳出予算の総額から、それ

ぞれ４４億２，７１９万１千円を減額し、予算総額を歳入歳出それぞれ２，５０９億１，８
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７７万４千円とするものです。 

また、４月１日から必要となる業務に係る入札を３月中に行うことから、４事業に係る費

用として債務負担行為を計上するものです。 

議案第８号の説明は、以上です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議長（筒井 孝充君） それでは、議案第７号及び議案第８号の質疑を行います。 

質疑をなさる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） 質疑なしと認めます。これより、討論に入ります。 

討論をされる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） 討論なしと認めます。これより採決を行います。 

議案第７号及び議案第８号は、これを原案どおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） ご異議なしと認めます。 

よって、議案第７号及び議案第８号は、原案のとおり可決されました。 

 

（16）議案第９号の説明、採決 

議長（筒井 孝充君） 次に、日程第１６「議案第９号 令和５年度福島県後期高齢者医療

広域連合一般会計予算について」を議題といたします。 

事務局より説明を求めます。事務局長。 

事務局長（斎藤 洋次君） 議案第９号「令和５年度福島県後期高齢者医療広域連合一般会

計予算について」ご説明いたします。 

議案説明資料の４８ページ A３版横のカラーのページをご覧ください。 

左側が一般会計です。 

歳入は、市町村から共通経費として納付される分担金及び負担金が１２億１，６００万円

余で、全体の約９８％を占めています。 

歳出は、民生費が１１億３，８００万円余で、全体の約９１％を占めています。 

続いて、４９ページをご覧ください。 

上の表が歳入、下の表が歳出です。 

はじめに、歳入について、主なものを申し上げます。 

第１款 分担金及び負担金１２億１，６００万円余は、構成市町村からの共通経費負担金

で、標準システム更改等により特別会計に繰り出す共通経費所要額の増により、対前年度比

３億６，１００万円余の増です。 

第４款 繰越金２，９００万円余は、前年度からの繰越金です。 

第５款 諸収入は、市町村からの派遣職員が公舎に入居する際の家賃自己負担分及び 

会計年度任用職員等の社会保険料納付金です。 

続きまして、歳出ですが、第１款 議会費８８万円余は、議員１６名の報酬等です。 

第２款 総務費９，８００万円余は、派遣職員人件費のうち、事務局長、次長、総務課職

員の人件費負担金及び事務局管理運営費等です。 
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第３款 民生費１１億３，８００万円余は、特別会計で執行する事業費に充てるための操

出金、派遣職員人件費のうち、業務課職員及び任期付職員等の人件費です。 

以上により、合計欄に記載のとおり、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１２億４，７７０万

３千円とするものです。 

議案第９号の説明は、以上です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議長（筒井 孝充君） それでは、議案第９号の質疑を行います。 

質疑をなさる方ございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） 質疑なしと認めます。これより、討論に入ります。 

討論をされる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） 討論なしと認めます。これより採決を行います。 

議案第９号は、これを原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） ご異議なしと認めます。 

よって、議案案第９号は、原案のとおり可決されました。 

 

（17）議案第１０号の説明、採決 

議長（筒井 孝充君） 次に、日程第１７「議案第１０号 令和５年度福島県後期高齢者医

療広域連合後期高齢者医療特別会計予算について」を議題といたします。 

事務局より説明を求めます。事務局長。 

事務局長（斎藤 洋次君） 議案第１０号「令和５年度福島県後期高齢者医療広域連合後期

高齢者医療特別会計予算について」ご説明いたします。 

議案説明資料の５２ページをご覧ください。 

この資料は特別会計予算の概要です。 

中央のグラフは歳入、歳出の構成比率を示しています。 

右側の歳出については、水色の部分の保険給付費が、２，４７７億５，０００万円余で歳

出全体の９６．３％を占めています。 

主な給付についてご説明いたします。 

右端の保険給付費の枠をご覧ください。 

療養給付費が、２，３５５億６，８００万円余です。 

主な内訳ですが、①療養の給付、２，３０８億５，３００万円余は、医療機関等へ支払う

医療費等です。 

②入院時食事・生活療養費２８億円余は、入院時の食事代や生活療養を受けた際に、標準

負担額を超える部分を給付するものです。 

④療養費１９億１，４００万円余は、補装具の作製や、柔道整復、針・灸・あんま・マッ

サージの施術などにかかる療養費です。 

次に、訪問看護療養費１３億１,９００万円余は、在宅療養されている方が、指定訪問看

護を受けた場合に支給するものです。 
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次に高額療養費８９億６，２００万円余は、ひと月の自己負担額が限度額を超えた場合に、

超えた額を支給するものです。 

次に葬祭費１０億５，２００万円余は、被保険者が死亡した場合に、葬祭の執行者に１件

あたり５万円を支給するものです。 

次に、下の枠のその他の支出ですが、特別高額医療費共同事業拠出金１億１,２００万円

余は、著しく高額な医療費の発生による財政リスクを緩和するための共同事業への拠出金等

です。 

次に、保健事業費１８億６，１００万円余は、健康診査事業や、高齢者の保健事業と介護

予防等の一体的な実施に係る保健事業を市町村に委託する費用です。 

次に、総務費１０億４,４００万円余は、標準システム更改に係る費用、電算処理費用、

医療費適正化推進事業等に係る費用です。 

次に、諸支出金３,９００万円余は、被保険者の資格喪失等に伴う保険料還付に要する費

用です。 

次に、予備費６３億４,７００万円余は、年度途中における予算の不足や予定外の支出等

に対応する際の財源とするもので、令和４年度の各種負担金に係る償還金も含まれておりま

す。 

続きまして、歳入ですが、グラフの左側をご覧ください。 

歳出の財源として、上から オレンジ色、黄色の部分は、国の普通調整交付金及び国・

県・市町村の定率負担金からなる公費負担で、全体の４６.７％となっています。 

緑色の部分は、現役世代からの支援金として支払基金から交付される交付金で、全体の３

８.０％となっています。 

その下の、被保険者が負担する保険料等が８.９％、その他が６.４％となっています。 

それでは、上から順にご説明いたしますので、左端の囲みも併せてご覧ください。各表題

の色はグラフの色と対応しています。 

まず、オレンジ色、国の普通調整交付金２２２億円余は、広域連合間における被保険者の

所得格差による財政の不均衡を調整するため交付されるものです。 

次に、黄色、国・県・市町村が定率で負担する療養給付費等負担金は、療養給付等にかか

る費用について、国が５８８億８,５００万円余を、県と市町村はそれぞれ１９６億２,８０

０万円余を負担するものです。 

次に、緑色、支払基金交付金９７６億１，５００万円余は、現役世代からの支援金として、

支払基金から交付されるものです。 

次に、薄い水色、保険料１７３億７,２００万円余は、被保険者が納める保険料です。 

次に、水色、公費補てん５４億２,０００万円余は、低所得者等の保険料軽減分で、県と、

市町村が保険基盤安定負担金として負担するものです。 

次に、ピンク色、高額医療費に対する支援２２億８，９００万円余は、高額な医療費の発

生による財政リスクを緩和する高額医療費負担金及び著しく高額な医療費が発生した場合に

交付される特別高額医療費共同事業交付金です。 

次に、紫色、原発事故に係る財政支援２９億７，５００万円余は、原発事故による被保険

者の保険料の減免及び窓口で支払う一部負担金の免除にかかる費用が国から補填されるもの
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です。 

次に、繰越金８２億４，３００万円余は、令和４年度からの繰越金で、令和４年度・５年

度の保険料上昇抑制財源等に活用するものです。 

次に、うぐいす色、財政安定化基金交付金は、療養給付費が見込みを上回って増加した場

合などの財政リスクに備え、国・県・広域連合が３分の１ずつ拠出している基金からの交付

金で、存目計上するものです。 

最後に、その他の収入２８億９,５００万円余は、健康診査事業に係る市町村負担金及び

国補助金、一般会計からの事務費等繰入金です。 

以上によりまして、ページ中央上部に記載のとおり、歳入歳出予算の総額を、それぞれ２，

５７１億５，６０１万６千円とするものです。 

議案第１０号の説明は、以上です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議長（筒井 孝充君） それでは、議案第１０号の質疑を行います。 

質疑をなさる方ございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） 質疑なしと認めます。これより、討論に入ります。 

討論をされる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） 討論なしと認めます。これより採決を行います。 

議案第１０号は、これを原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） ご異議なしと認めます。 

よって、議案案第１０号は、原案のとおり可決されました。 

 

（18）同意第１号の説明、採決 

議長（筒井 孝充君） 次に、日程第１８「同意第１号 福島県後期高齢者医療広域連合副広

域連合長の選任の同意を求めることについて」を議題といたします。 

広域連合長より説明を求めます。広域連合長。 

広域連合長（木幡 浩君） 「同意第１号 福島県後期高齢者医療広域連合副広域連合長の

選任の同意を求めることについて」でございます。 

前任の、髙橋 宣博副広域連合長が令和４年９月２９日で任期満了となり、現在、空席と

なっておりますことから、後任といたしまして髙橋 宣博氏を適任と認め、選任を行うもの

であります。 

よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。 

議長（筒井 孝充君） これより、「同意第１号 福島県後期高齢者医療広域連合副広域連合

長の選任の同意を求めることについて」を直ちに採決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） ご異議なしと認めます。 

これより採決を行います。 

同意第１号 髙橋 宣博君の副広域連合長選任に同意することに、ご異議ございませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） ご異議なしと認めます。 

よって、同意第１号 髙橋 宣博君の副広域連合長選任に同意することに決しました。 

 

（19）同意第２号の説明、採決 

議長（筒井 孝充君） 次に、日程第１９「同意第２号 福島県後期高齢者医療広域連合監査

委員の選任の同意を求めることについて」を議題といたします。 

広域連合長より説明を求めます。広域連合長。 

広域連合長（木幡 浩君） 「同意第２号 福島県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任

の同意を求めることについて」でございます。 

識見を有する者のうちから選出の天野 次宣監査委員が令和５年３月３１日で任期満了と

なるのに伴い、後任といたしまして、長谷川 敏朗氏を適任と認め、選任を行うものであり

ます。 

よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。 

議長（筒井 孝充君） これより、「同意第２号 福島県後期高齢者医療広域連合監査委員の

選任の同意を求めることについて」を直ちに採決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） ご異議なしと認めます。 

これより採決を行います。 

同意第２号 長谷川 敏朗君の監査委員選任に同意することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） ご異議なしと認めます。 

よって、同意第２号 長谷川 敏朗君の監査委員選任に同意することに決しました。 

 

（20）福島県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会委員及び補充員の選挙 

議長（筒井 孝充君） 次に、日程第２０「福島県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会委

員及び補充員の選挙」を行います。 

選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名推選にし

たいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） ご異議なしと認めます。 

よって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しました。 

指名の方法については、議長が指名することにしたいと思いますが、ご異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） ご異議なしと認めます。 

それでは指名いたします。 

選挙管理委員会委員には、お手元に配付してあります名簿のとおり議長より指名します。 

齋藤 信行君、平舘 泉君、平井 吉衞君、吉田 文芳君、以上の方を指名します。 
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ただいま議長が指名しました方を委員の当選人と定めることに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） ご異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名しました齋藤 信行君、平舘 泉君、平井 吉衞君、吉田 文芳

君、以上の方が委員に当選されました。 

次に、選挙管理委員会委員補充員には、お手元に配付しております名簿のとおり議長より

指名します。 

小熊 敬子君、菅野 善昭君、小竹 利勝君、水野 隆夫君、以上の方を指名します。 

ただいま議長が指名しました方を補充員の当選人と定めることに、ご異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（筒井 孝充君） ご異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名しました小熊 敬子君、菅野 善昭君、小竹 利勝君、水野 隆夫

君、以上の方が補充員に当選されました。 

なお、補充につきましては、齋藤 信行君の補充は小熊 敬子君、平舘 泉君の補充は

菅野 善昭君、平井 吉衞君の補充は小竹 利勝君、吉田 文芳君の補充は水野 隆夫君

とし、これが困難な場合は指名の順といたします。 

 

（21）閉議及び閉会の宣告 

議長（筒井 孝充君） これで本日の日程は、全部終了いたしました。 

以上で、会議を閉じ、令和５年第１回福島県後期高齢者医療広域連合議会定例会を閉会い

たします。 

（午後２時４６分） 

 

 

 


